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那珂市議会 産業建設常任委員会記録 

開催日時   令和５年３月８日（水）午前10時00分 

開催場所   那珂市議会全員協議会室 

出席委員   委 員 長 小池 正夫    副委員長 石川 義光 

       委  員 大和田和男    委  員 勝村 晃夫 

       委  員 笹島  猛    委  員 福田耕四郎 

欠席委員   なし 

職務のため出席した者の職氏名 

       議  長 萩谷 俊行    事務局長 会沢 義範 

     次  長 横山 明子    次長補佐 三田寺裕臣 

会議事件説明のため出席した者の職氏名 

       副市長 玉川 明        財政課長 大内 正輝 

       財政課長補佐 照沼 克美    産業部長 浅野 和好 

       農政課長 会沢  実      農政課長補佐 浜名 哲士 

       商工観光課長 岡本 哲也    商工観光課長補佐 水野 泰男 

インターチェンジ周辺開発推進室 橋本 芳彦 

建設部長 今瀬 博之      都市計画課長 渡邊 勝巳 

都市計画課副参事 宮永 慎也  都市計画課長補佐 金田 尚樹 

開発指導室 黒川 耕二     土木課長 沢畠 克彦 

土木課長補佐 海野 英樹    土木課長補佐 村山 知明 

上下水道部長 根本 雅美    下水道課長 金野 公則 

水道課長 高塚 佳一      水道課長補佐 矢﨑  忠 

農業委員会事務局長 海老澤美彦 農業委員会局長補佐 関 慎一 

会議に付した事件 

 （１）議案第10号 令和４年度那珂市一般会計補正予算（第８号） 

    …原案のとおり可決すべきもの 

 （２）議案第14号 令和５年度那珂市一般会計予算 

    …原案のとおり可決すべきもの 

 （３）議案第20号 令和５年度那珂市水道事業会計予算 

    …原案のとおり可決すべきもの 

 （４）議案第21号 令和５年度那珂市下水道事業会計予算 

    …原案のとおり可決すべきもの 

 （５）議案第22号 市道路線の認定について 

    …原案のとおり可決すべきもの 
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 （６）産業建設常任委員会調査事項について 

    …今後の進め方を確認 

議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

     開会（午前10時00分） 

委員長 改めまして、おはようございます。 

本日もお忙しいなかお集りいただきありがとうございます。今花粉症も１番ひどいと

ころでして、本年も花粉症になったことがない人が花粉症になって非常に苦しんでいて、

家も周りが非常に都会なもんですから、朝物すごく黄色い景色でまいっておるところで

ございます。マスクのほうも、３月13日、間もなくですけれども、おのおのの判断によ

って、マスクをかける、かけないという、そういう時期にもきております。本日は案件

が９件でございます。慎重なる審議をよろしくお願い申し上げます。 

開会前にご連絡いたします。新型コロナウイルス感染症対策のため、委員会出席者及

び傍聴される方につきましては、マスクの着用、また入り口付近に設置しております消

毒液においての手指の消毒をお願いいたします。また換気のため廊下側のドアを開放し

て常任委員会を行います。ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

会議は公開しており、傍聴可能とします。また、会議の映像を庁舎内のテレビに放送

します。会議内での発言は、マイクを使用し、質疑・答弁の際は、簡潔かつ明瞭にお願

いいたします。携帯電話をお持ちの方は電源をお切りいただくかマナーモードにしてく

ださい。 

ただいまの出席議員は６名であります。定足数に達しておりますので、これより産業

建設常任委員会を開会いたします。 

会議事件説明のため、副市長ほか関係職員の出席を求めております。職務のため、議

長及び議会事務局職員が出席しております。ここで議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 改めて皆さんおはようございます。 

今日は産業建設常任委員会にご出席いただき誠にありがとうございます。ただいま小

池委員長からお話がありましたけども、会議事件が９件ということでございますけども、

慎重の中にもスムーズなご審議いただけばと思いますし、また執行部の皆さんにおかれ

ましては分かりやすいご説明いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。簡単でございますが挨拶と代えさせていただきます。よろしくお願いします。 

委員長 続いて、副市長よりご挨拶をいただきます。 

副市長 改めましておはようございます。 

本日は産業建設常任委員会のご出席お疲れさまでございます。先ほど委員長からお話

ありましたように、新型コロナウイルス感染症も非常に落ち着いている状況になりまし

て来週13日からマスクの着用は個人判断ということになってまいります。基本的感染対

策は継続しつつ、日常が戻ってくるのかなというふうに考えております。今回は総合計
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画改定後の最初の予算ということになります。総合計画に掲げたＤＸの推進であるとか、

地域活性化に積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。本日の提

案しております議案は５件でございます。補正を含めて予算関係４件、その他１件でご

ざいます。ご審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

委員長 これより議事に入ります。 

本委員会の会議事件は別紙会議次第のとおりであります。 

審議をスムーズに進行するため、担当課ごとに審議をいたします。執行部に申し上げ

ます。令和５年度予算の説明の際、まず課名と出席者を報告し、必ず議案書及び予算書

並びに主要事業説明書のページ数を述べてから説明をしてください。 

歳入については、款及び項まで、歳出については、款、項、目までの説明をしてから、

新規事業及び前年度比較額の大幅な増減と、特に説明が必要な場合は、その説明を加え

てください。審議中に委員から資料などの請求があった場合は、議会事務局に資料デー

タを提出してください。 

なお、一般会計当初予算の討論、採決は、所管課の質疑が全て終了した後に行います。 

それでは、審議に入ります。 

初めに、議案第10号 令和４年度那珂市一般会計補正予算（第８号）を議題といたし

ます。 

財政課より一括して説明をお願いいたします。 

財政課長 財政課長の大内です。ほか関係職員が出席しております。どうぞよろしくお願いい

たします。 

それでは議案第10号をご覧ください。 

議案第10号 令和４年度那珂市一般会計補正予算（第８号）についてご説明いたしま

す。 

５ページをお願いいたします。 

第３表、繰越明許費補正になります。 

５款農林水産業費、１項農業費、しどりの里管理事業729万3,000円。農業者緊急応援

事業746万円。７款土木費、１項道路橋りょう費、道路改良舗装事業1,500万円。３項都

市計画費、下菅谷地区まちづくり事業2,700万円。菅谷市毛線街路整備事業１億460万円。

下菅谷地区街路整備事業（上菅谷下菅谷線・下菅谷停車場線）１億2,640万円。菅谷飯田

線道路整備事業2,680万円。 

６ページをお願いいたします。 

第４表地方債補正になります。 

起債の目的、限度額の順にご説明いたします。 

橋りょう長寿命化修繕事業550万円。菅谷市毛線街路整備事業１億4,590万円。下菅谷

地区まちづくり市道整備事業（合併特例事業）4,350万円。下菅谷地区街路整備事業
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9,510万円。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と同じになります。 

12 ページをお願いいたします。 

款、項、目、補正額の順にご説明いたします。 

歳出になります。 

２款総務費、１項総務管理費、６目企画費364万5,000円。うち、地域公共交通活性化

事業214万9,000円になります。 

15 ページをお願いいたします。 

上段になります。 

４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費981万6,000円の減。うち浄化槽設置補

助事業1,680万円の減になります。５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費

200万円の減。３目農業振興費1,386万5,000円。５目農地費。 

16 ページをお願いいたします。 

1,033万5,000円の減。８目経営所得安定対策費1,200万円の減。６款商工費、１項商工

費、１目商工総務費800万円の減。２目商工振興費150万7,000円の減。３目観光費130万

円の減。 

17ページをお願いいたします。 

中段になります。 

７款土木費、１項道路橋りょう費、４目橋りょう維持費750万円の減。７款土木費、３

項都市計画費、２目まちづくり事業費1,250万円の減。３目街路整備費3,790万円の減。 

20 ページをお願いいたします。 

下段になります。 

12款諸支出金、３項償還金、１目償還金1,028万円。国県負担金等返納金でございます。

うち農政課が１万1,000円となっております。 

以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 これより質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

笹島委員 この橋りょう長寿命化修繕事業、これ減額されているけど、どういうあれですか。 

土木課長 お答えいたします。 

補助金の額が確定したため不用額ということで減額しております。 

以上です。 

笹島委員 何の補助金ですか。 

土木課長 橋りょう長寿命化修繕事業でございます。 

笹島委員 幾らくらいですか。 

土木課長 予算額2,828万円に対しまして、内示額が2,006万8,000円ということで、820万円
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減額になっておりまして、それに合わせた減額となっております。 

笹島委員 これからこの橋りょう寿命計画っていうのはほかにもあると思うんですけど、どの

ような計画されているんですか。 

土木課長 市内に188か所あります橋りょうでございますが、こちらにつきまして５年に１回、

点検をしなさいということで点検をさせていただいております。それの点検に伴いまし

て、補修が必要な橋りょうにつきまして、補修をするような形で年次計画でやらさせて

いただいております。 

以上です。 

笹島委員 それはいいんですけど、非常に危険な橋りょうもあるわけですけどそれは幾つぐら

いあります。 

土木課長 今すぐに危険という判定をされている橋りょうについてはございません。 

笹島委員 判定はどのような形でやられているんですか、市役所と、あとそのほかには、どう

いう組合せの点検委員会とか何かよく分からないですけども、どういうふうな形でチェ

ックしているんですか。 

土木課長 専門業者に委託して調査していただきまして、その調査に関しましては、国、県と

かの決まった、ルールにのっとった形でやってきた成果品に基づきまして、検査点検の

ほうさせていただいております。 

委員長 ほかにございますか。 

 （「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 これより討論に入ります。 

討論はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 これより議案第10号を採決いたします。 

本案は原案のとおり決することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 議案第10号は原案のとおり、可決すべきものと決定いたしました。 

暫時休憩いたします。 

執行部は入替えをお願いいたします。 

休憩（午前10時14分） 

     再開（午前10時16分） 

委員長 再開いたします。 

下水道課が出席しております。 

初めに、議案第14号 令和５年度那珂市一般会計予算（下水道課所管部分）を議題と

いたします。 

４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費について執行部より説明を願います。 
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下水道課長 下水道課長の金野です。ほか２名が出席しております。よろしくお願いいたしま

す。 

議案第14号 令和５年度那珂市一般会計予算についてご説明いたします。 

予算書98ページをお開きください。なお主要事業説明調書につきましては103ページと

なっております。 

款、項、目、予算額の順にご説明いたします。 

４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費下水道所管事業につきましては、１番

下の浄化槽設置補助事業でございます。予算額は6,977万4,000円でございます。 

内容につきましては、合併浄化槽設置に係る補助金115基分になります。その内訳でご

ざいますけれども、新規が50基、転換が60基、更新が５基になります。また、単独浄化

槽やくみ取槽からの転換につきましては、その撤去にかかる費用と宅内配管工事にかか

る費用についてそれぞれ補助が上乗せされます。また、当市における排水事業事情を鑑

み、処理水を敷地内で処理される方を対象に、敷地内処理装置設置費補助を転換60基の

約７割に当たる40基を計上しております。新規の補助として、合併処理浄化槽への転換

や下水道への接続によって使用を廃止する、浄化槽等を雨水貯留施設として再利用され

る場合に、その設置に係る費用を補助する雨水貯留槽施設設置補助事業を新設いたしま

す。補助額は９万円になります。この事業につきましては、３月15日の全員協議会にお

いても詳しくご説明をさせていただきます。 

説明は以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 これより質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ないようですので質疑を終結いたします。 

なお、５款農林水産費、１項農業費、７目集落排水整備費及び７款土木費、３項都市

計画費、４目下水道整備費については、下水道事業会計に対する負担金及び補助金のた

め、支出先の下水道事業会計予算の説明時に説明をいただく形で進行いたします。 

続いて、議案第21号 令和５年度那珂市下水道事業会計予算を議題といたします。 

執行部より一括して説明願います。 

なお、説明に当たっては、一般会計、５款農林水産費、１項農業費、７目農業集落排

水整備費及び７款土木費、３項都市計画費、４目下水道整備費についても併せて説明願

います。 

下水道課長 それでは議案第21号 令和５年度那珂市下水道事業会計予算についてご説明い

たします。 

予算書110ページをお願いいたします。 
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下水道課所管事業につきましては、上段から２番目の農業集落排水整備事業費になり

ます。 

５款農林水産業費、１項農業費、７目集落排水整備費、予算額３億1,193万9,000円。

一般会計から下水道事業会計、農業集落排水事業への負担金になります。 

続きまして、予算書126ページをお願いいたします。 

下水道課所管事業につきましては、上段から３番目の公共下水道整備事業費になりま

す。 

７款土木費、３項都市計画費、４目下水道整備費、予算額５億7,806万1,000円。一般

会計から公共下水道事業への負担金になります。 

続きまして、予算書329ページをお願いいたします。 

令和５年度那珂市下水道事業会計予算でございます。 

詳細な金額につきましては353ページよりご説明いたします。 

353ページをお願いいたします。 

令和５年度那珂市下水道事業会計予算説明書、収益的収入、款、項、予算額の順でご

説明いたします。 

１款下水道事業収益17億2,537万円。１項営業収益６億1,664万7,000円。２項営業外収

益11億872万3,000円。 

次ページの 354 ページをお開きください。 

収益的支出でございます。 

款、項、目、予算額の順でご説明いたします。 

１款下水道事業費16億8,659万7,000円。１項営業費用15億406万7,000円。１目管きょ

費6,466万2,000円。３目処理場費１億2,737万6,000円。処理場費の増額でございますけ

ども、昨今の電気代上昇分を見込んだものでございます。５目普及指導費78万8,000円。 

355ページになります。 

６目業務費2,589万1,000円。７目総係費8,789万5,000円。 

１枚お開きください。 

356ページになります。 

８目流域下水道維持管理負担金２億5,993万4,000円。９目減価償却費９億3,252万

5,000円。10目資産減耗費499万6,000円。２項営業外費用１億7,533万円。 

１目支払利息及び企業債取扱諸費１億6,633万円。３目消費税900万円。３項特別損失20

万円。２目過年度損益修正額20万円。４項予備費700万円、１目予備費700万円。 

357ページになります。 

資本的収入でございます。 

款、項、予算額の順でご説明いたします。 

１款資本的収入11億1,791万2,000円。２項企業債５億9,590万円。４項他会計負担金
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8,515万4,000円。５項他会計補助金１億5,148万4,000円。６項国庫補助金１億4,000万円。

７項県補助金1,632万7,000円。８項工事負担金9,047万3,000円。11項投資3,857万4,000

円。 

358 ページになります。 

資本的支出でございます。 

款、項、目、予算額の順でご説明いたします。 

１款資本的支出17億6,831万9,000円。１項建設改良費８億634万4,000円。１目建設事

務費4,269万5,000円。 

359ページになります。 

上段から２番目になります。 

２目管路建設費７億3,620万円。こちらにつきましては主要事業説明書は104ページが

説明資料となっております。 

６目流域下水道施設利益権2,744万9,000円。８目固定資産購入費ゼロ円。３項企業債

償還金９億4,614万8,000円。１目企業債償還金９億4,614万8,000円。６項投資1,582万

7,000円。１目基金積立金1,582万7,000円。 

説明は以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 これより質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

大和田委員 下水道整備費ということで５億7,000万円かな。今度はどこをどのぐらいやるん

ですか。 

下水道課長 今、公共下水道の整備を行っている３地区ございますけども、額田東郷地区、後

台地区、戸地区、３地区ございます。 

あと後台地区につきましては、来年度冨士山地区のほうに入っていって４地区の整備

という予定でございます。 

大和田委員 その３地区はどのぐらいかかるのか。 

下水道課長 お答えいたします。 

額田東郷地区につきましては、令和６年度には整備完了する予定でございます。戸地

区につきましては来年度、令和５年度をもって完了予定としております。また後台地区、

西地区なんですけどもこちらは延長がまだまだございまして、令和７年度までかかると

いうふうな計画でおります。冨士山地区につきましては来年度からですので令和８年度

までかかるという計画でございます。 

大和田委員 関連して、戻っちゃうんですけど、その浄化槽の設置補助というのがあると思う

んです。補助が増えているのか、それともちょっと歩留りしちゃったのかっていう、そ

こら辺を。 
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下水道課長 浄化槽設置補助につきましては、今年度令和４年度につきましてはやはり世界的

な状況とか情勢がございまして、ちょっと新規事業は伸び悩んでいました。また転換に

つきましても昨年度よりも若干こう落ちていたんですが、やはり物価高というのが影響

がございまして今年度はちょっと、落ち込んだっていうな状況がございます。 

大和田委員 それで補正で減額みたいな感じということね。あと、令和５年で戸地区は完了す

るんですよね。その次はっていうのはまだ出てはいない。 

下水道課長 新地区につきましては令和５年度、工事が大体あらかたもう見込みが出てきまし

たので、新たな区域については、令和５年度委託業務費を計上しておりますので、そこ

でまた増やしていくという考えでございます。 

大和田委員 その際に計画にのっとった、効果的な整備のほうお願いします。 

以上です。 

笹島委員 これ毎年あれですか、下水道使用料って減ってきてるんですか。 

下水道課長 通常整備を行っていきますので上がる形ですけども、今、来年度につきましては

実際今年度大口の企業のほうが業務縮小してしまったところがございまして、そこで来

年度の予算額についても縮小分を見込んだ形で減というか、少なく見積もっているとい

う状況でございます。 

笹島委員 一般と企業ありますね、企業何割ぐらいあるんですか。那珂市の場合は。 

下水道課長 割合的にはすいません、パーセンテージを持ってはいないんですけども、那珂西

部工業団地の企業１社が１番大口だったんですけども、そこの企業のほうがやはりその

業績の関係なのかもしれないんですけども、大分使用量を減らしたものですから、そこ

の減を見込んでいる形になります。 

笹島委員 その大手企業も結構大きいですねこれ1,000万円近くだね。そうすると、今言って

た、回復の見込みはあるんですか。 

下水道課長 やはりその後は、業者のほうの経営ということがありますので、ちょっと私ども

のほうではまだそこまでの回復の見込みのほうは把握しておりません。 

笹島委員 何か穴埋めしないと結構1,000万円って大きいですよね。考えているんですか、何

か。 

下水道課長 やはり収益減というのは、経営面については非常に大きな痛手でもありますので、

令和５年度につきましては今度下水道整備したところについての接続率向上という形で

強化する地区を設けて接続率の強化に上げていきたいと考えております。 

笹島委員 接続を上げるということ、アップするということですけど、それで1,000万円くら

い回復できそうですか。 

下水道課長 なかなかその1,000万円というところにたどり着くかというのは難しいところあ

りますけど、鋭意努力したいと思っております。 

委員長 ほかにございますか。 
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 （「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 なければ質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 討論を終結いたします。 

これより議案第21号を採決いたします。 

本案は原案のとおり決することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第21号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

暫時休憩いたします。 

執行部入替えをお願いいたします。 

休憩（午前10時34分） 

     再開（午前10時35分） 

委員長 再開いたします。 

水道課が出席しております。 

議案第20号 令和５年度那珂市水道事業会計予算を議題といたします。 

執行部より一括して説明を願います。 

水道課長 水道課長の高塚です。ほか３名が出席しております。よろしくお願いいたします。 

それでは議案第20号についてご説明いたします。 

予算書は295ページからでございます。なお主要事業説明書につきましては、105ペー

ジから107ページまでが、水道課所管の事業になっております。 

議案第20号 令和５年度那珂市水道事業会計予算について、詳細につきましては予算

明細書によりご説明いたします。 

予算書の317ページをお開き願います。 

令和５年度那珂市水道事業会計予算明細書、収益的収入、款、項、本年度予算額の順

にご説明いたします。 

１款水道事業収益12億4,274万3,000円。１項営業収益11億6,593万9,000円。２項営業

外収益7,680万2,000円。３項特別利益2,000円。 

318ページをお開き願います。 

収益的支出、款、項、目、本年度予算額の順にご説明いたします。 

１款水道事業費11億9,277万1,000円。１項営業費用11億3,175万7,000円。１目原水及

び浄水費５億3,663万6,000円。こちらの増額の理由ですが、電気代の高騰による動力費

が増加したものでございます。 

319ページをお開き願います。 
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２目配水及び給水費4,552万2,000円。４目総係費１億6,376万8,000円。 

321ページをお開き願います。 

中ほどになります。 

５目減価償却費３億7,466万3,000円。６目資産減耗費1,116万8,000円。２項営業外費

用5,004万5,000円。１目支払利息及び企業債取扱い諸費4,994万4,000円。２目消費税10

万円。３目雑支出1,000円。３項特別損失96万9,000円。１目固定資産売却損1,000円。２

目過年度損益修正損96万8,000円。 

322ページをお開き願います。 

４項予備費1,000万円、１目予備費1,000万円。 

323ページになります。 

資本的収支についてご説明いたします。 

資本的収入、款、項、本年度予算額の順にご説明いたします。 

１款資本的収入６億441万3,000円。１項企業債５億5,000万円。２項負担金5,441万

3,000円。 

次のページをお開き願います。 

資本的支出、款、項、目、本年度予算額の順にご説明いたします。 

１款資本的支出９億4,457万3,000円。１項建設改良費８億6,063万9,000円。２目配水

施設費３億6,460万2,000円。こちらの減額の理由ですが、道路改良工事に合わせた配水

管整備の減やＪＲ敷地内などの老朽管の更新の施工場所が少なくなったことによる工事

請負費の減でございます。 

３目浄水施設費４億4,354万9,000円。こちらの減額の理由ですが、木崎浄水場更新１

期工事が完成したことによる工事請負費の減でございます。４目総係費5,088万6,000円。 

次のページになります。 

５目固定資産購入費160万1,000円。６目車両購入費ゼロ円。８目施設利用権1,000円。

２目企業債償還金8,393万4,000円。１目企業債償還金8,393万4,000円。 

説明は以上になります。 

よろしくお願いします。 

委員長 これより質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

笹島委員 これはあれですか、前年度から比べて、給水収益が上がっていくんだよね。予定で

すよね。それで、これ営業外収益が減るというのはどうゆうことですか。 

水道課長 営業外収益が減ってる理由といたしましては、その他雑収益、下水道料金徴収取扱

負担金が減額になっております。その理由としては前年度、その分はシステムの改修費

が含まれていたため、今年度は含まれてないので減になっております。 

以上です。 
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笹島委員 支出のほうだとこれあれですか営業費用は、増えてきていると、電気代だけじゃな

い。営業費用が増えてきてますよね。予定ですよね。ちょっとこれは電気代だけじゃな

いよね。ほかにも何か要因があるんですか。 

水道課長 営業費用の増ですが、電気代の動力費です。動力費が前年度より約3,000万円ほど

増になっております。その分が増額の理由になっております。 

笹島委員 また６月あたり電気代が上がるよね。またこれ、3,000万円だけでは収まらないよ

ね。 

水道課長 料金の高騰も見込んだ中で、増額をさせていただいております。 

笹島委員 どのくらい見込んでいるの。 

水道課長 前年度よりは1.5倍ぐらいはあります。増額分として3,000万円強ぐらいの分を増

額させてもらいました。 

笹島委員 それで収まればいいっていうあれですよね。 

委員長 ほかにございますか。 

 （「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ほかになければ質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 討論を終結いたします。 

これより議案第20号を採決いたします。 

本案は原案のとおり決することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第20号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

暫時休憩いたします。 

執行部は入替えをお願いいたします。 

休憩（午前10時45分） 

     再開（午前10時46分） 

委員長 再開いたします。 

都市計画課が出席しております。 

議案第14号 令和５年度那珂市一般会計予算（都市計画課所管部分）を議題といたし

ます。 

まず、２款総務費の所管部分について執行部より説明願います。 

都市計画課長 都市計画課長の渡邊でございます。ほか６名が出席しています。どうぞよろし

くお願いいたします。それでは着座にて説明させていただきます。 

予算書45ページをお開きください。 
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また主要事業説明書でございますが、83ページから88ページまでが都市計画課所管と

なりますので、併せてご覧いただきますようよろしくお願いいたします。 

それでは、款、項、目、予算額の順でご説明をさせていただきます。 

２款総務費、１項総務管理費、６目企画費４億596万6,000円のうち、都市計画課所管

分といたしまして、47ページをご覧ください。 

中段になります。 

地域公共交通活性化事業918万円。主な内容といたしましては、採算がとれていないバ

ス路線に対しまして補助を行うことにより、生活交通路線の維持を図るための費用と地

域公共交通活性化計画策定のための委託料となっております。 

続きまして、公共交通利用促進施設管理事業784万円です。主な内容といたしましては、

水郡線駅周辺に整備された駐輪場等の維持管理に要する費用と瓜連駅自由通路の補修工

事に要する費用となっております。 

続きまして、48ページをご覧ください。 

上段になります。 

デマンド交通運行事業3,639万4,000円。主な内容といたしましては、日常生活の移動

手段に不便をきたしている地域住民の交通手段の確保に要する費用となっております。 

続きまして、49ページ下段をご覧ください。 

運転免許自主返納等支援事業48万6,000円。主な内容といたしましては、自主的に免許

返納された方に対しまして、デマンド交通であるひまわりタクシーの利用の動機づけと

なるよう、特別利用券を交付するための費用となっております。 

説明は以上となります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

委員長 これより質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 なければ質疑を終結いたします。 

続きまして、７款土木費の所管部分について執行部より説明をお願いいたします。 

都市計画課長 それでは予算書123ページをお願いいたします。 

７款土木費、３項都市計画費、１目都市計画総務費１億5,479万3,000円。こちらは、

都市計画関連業務に要する費用となっております。主な内容といたしましては、人件費

及び木造住宅ブロック塀等の耐震化推進事業に関する費用、空き家等の対策に関する費

用となっております。 

続きまして、125ページ中段をご覧ください。 

主要事業説明書ですけども、84ページになります。併せてご覧のほうお願いいたしま

す。 
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７款土木費、３項都市計画費、２目まちづくり事業費１億7,680万円。こちらは、下菅

谷地区の地区計画区域における街区道路等の整備に要する費用となっております。主な

内容といたしましては、工事請負費と、道路用地の取得に要するに関する費用となって

おります。 

続きまして、下段をご覧ください。 

主要事業説明書は85ページから88ページになります。 

７款土木費、３項都市計画費、３目街路整備費６億8,500万円。こちらは都市計画道路

等の整備に関する費用となっておりまして、主な内容といたしましては、現在整備中の

菅谷市毛線、上菅谷下菅谷線・下菅谷停車場線の道路用地の取得に関する費用と、菅谷

市毛線の工事に要する費用、菅谷飯田線の調査設計に要する費用となっております。 

続きまして、126ページ下段をご覧ください。 

７款土木費、３項都市計画費、５目公園事業費4,717万2,000円。こちらは公園緑地の

維持管理に要する費用となっております。 

説明は以上となります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

委員長 これより質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 なければ質疑を終結いたします。 

暫時休憩いたします。 

執行部は入替えをお願いいたします。 

休憩（午前10時52分） 

     再開（午前11時04分） 

委員長 再開いたします。 

土木課が出席しております。 

議案第14号 令和５年度那珂市一般会計予算（土木課所管部分）を議題といたします。 

まず、５款農林水産費の所管部分について執行部より説明願います。 

土木課長 土木課長の澤畠です。ほか４名が出席しております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

それでは、予算書の108ページをお開き願います。 

５款農林水産費、１項農業費、５目農地費、このうち土木課所管につきましては、中

段になります湛水防除施設維持管理事業でございます。予算額710万7,000円です。久慈

川にあります３ヶ所の排水機場の維持管理費用でございます。 

以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 
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委員長 これより質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

続きまして、７款土木費及び10款災害復旧費の所管部分について執行部より一括して

説明願います。 

予算書の118ページをお願いいたします。 

なお、主要事業説明書につきましては、89ページから101ページが、土木課所管事業と

なっております。 

款、項、目、予算額の順にご説明いたします。 

７款土木費、１項道路橋りょう費、１目道路橋りょう総務費１億5,677万9,000円。職

員人件費及び道路整備事務費でございます。 

次のページをお願いいたします。 

２目道路維持費２億8,823万2,000円。道路の維持管理に要する費用でございます。 

121ページをお願いいたします。 

３目道路新設改良費４億3,286万9,000円。前年度と比較しまして4,119万4,000円の増

となっております。増額の主な理由としましては、冠水対策推進事業によりまして、工

事請負費が増額となったためでございます。 

次のページをお願いいたします。 

４目橋りょう維持費２億4,946万1,000円。前年度と比較しまして、１億9,780万円の増

となっております。増額の主な理由としましては、常磐自動車道にかかっております２

橋の補修工事を行うためでございます。 

７款土木費、２項河川費、１目河川総務費124万4,000円。那珂川と久慈川にあります

樋管の管理費用でございます。 

次のページをお願いいたします。 

２目河川維持費261万円。市内にあります調整池及び排水路の維持管理費に要する費用

でございます。 

続きまして、173ページをご覧ください。 

10款災害復旧費、１項土木施設災害復旧費、１目現年災害4,000円。 

以上でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

委員長 これより質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

勝村委員 冠水対策推進事業、具体的にこれは。 

土木課長 主な事業でございますが、瓜連にあります春日川、こちらの冠水対策事業をやって
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おります。令和４年度から工事のほうは実施しております。工事内容としましては、ボ

ックスカルバート、こちらを今の春日川に伏せて、冠水を抑制するような事業となって

おります。 

以上です。 

委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ほかになければ、質疑を終結いたします。 

続きまして、議案第22号 市道路線の認定についてを議題といたします。 

執行部より説明願います。 

土木課長 議案第22号 市道路線の認定についてご説明させていただきます。 

道路法８条第２項の規定により、市道路線を別表のとおり認定したいので、議会の議

決を求めるものでございます。 

提案の理由といたしましては、道路法８条第１項の規定により、路線の認定をするも

のでございます。 

次のページをお願いいたします。 

別表です。 

整理番号１、路線番号８‐3146号線、起点、那珂市後台字下野3231番地先、終点、那

珂市後台字下野449番５地先。 

整理番号２、路線番号８‐3147号線、起点、那珂市菅谷字堀ノ内後5652番地先、終点、

那珂市菅谷字堀ノ内後5679番地先。 

整理番号３、路線番号８‐3148号線、起点、那珂市中台字北次男分599番２地先、終点、

那珂市中台字北次男分600番の５地先。 

整理番号４、路線番号８‐3149号線、起点、那珂市菅谷字北新地4624番１地先、終点、

那珂市菅谷字北新地4624番５地先。 

整理番号５、路線番号８‐3150号線、起点、那珂市菅谷字鍛冶屋敷4104番17地先、終

点、那珂市菅谷字貝保内3978番12地先。 

整理番号６、路線番号８‐3151号線、起点、那珂市菅谷字権現宮4578番１地先、終点、

那珂市菅谷字権現宮4579番９地先。 

整理番号７、路線番号８‐3152号線、起点、那珂市菅谷字杉原631番24地先、終点、那

珂市菅谷字杉原631番19地先。 

整理番号８、路線番号８‐3153号線、起点、那珂市菅谷字新地3400番10地先、終点、

那珂市菅谷字新地3400番20地先。 

整理番号９、路線番号８‐3154号線、起点、那珂市菅谷字新地3400番12地先、終点、

那珂市菅谷字新地3400番９地先でございます。 

次のページをお願いいたします。 
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認定いたします道路の内容でございます。 

整理番号１、敷地の幅員４メートルから10.5メートル、総延長62メートル。 

整理番号２、敷地の幅員４メートルから６メートル、総延長93メートル。 

整理番号３、敷地の幅員４メートルから6.2メートル、総延長101メートル。 

整理番号４、敷地の幅員４メートルから8.6メートル、総延長63メートル。 

整理番号５、敷地の幅員6.2メートルから9.3メートル、総延長106メートル。 

整理番号６、敷地の幅員６メートルから10.2メートル、総延長88メートル。 

整理番号７、敷地の幅員６メートルから10.3メートル、総延長210メートル。 

整理番号８、敷地の幅員６メートルから10メートル、総延長90メートル。 

整理番号９、敷地の幅員５メートルから9.2メートル、総延長21メートルとなっており

ます。 

整理番号１から４につきましては、道路改良工事のため、また、整理番号５から９に

つきましては、開発行為により帰属されたために認定するものでございます。 

次のページをお願いいたします。 

整理番号１の認定路線位置図でございます。場所につきましては、位置図の左側の縦

方向にあります道路が国道349号です。図面中央付近に塙医院がございまして、その隣を

奥に入った場所になります。丸印が起点、矢印が終点を示しております。 

次のページをお願いいたします。 

整理番号１の認定路線地番図になっております。先ほどと同様に丸が起点、矢印が終

点を示しております。 

次のページをお願いいたします。 

整理番号２の認定路線位置図でございます。図面左側の縦にあります、道路が国道349

号でございます。また、図面中央付近に堀之内公民館がございます。この堀之内公民館

の北側に位置しております。 

次のページをお願いいたします。 

整理番号２の認定路線番号の地番図となっております。 

次のページをお願いいたします。 

整理番号３の認定路線位置図でございます。 

場所につきましては、図面中央に斜めにありますのが、国道349号でございます。また、

左上に斜めにありますのが、ＪＲ水郡線でございます。中台津田区広場の西側に位置し

ております。道路の入り口に精米場がある場所でございます。 

次のページをお願いいたします。 

同じく地番図となっております。 

次のページをお願いいたします。 

整理番号４の認定路線位置図でございます。 
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場所につきましては、図面の右側、縦にありますのはＪＲ水郡線、中央よりやや下側

に横方向にありますのが、商工会の前の道路でございます。この商工会の前の道路より

一本北側に位置しております。 

次のページをお願いいたします。 

地番図となっております。 

次のページをお願いいたします。 

整理番号５の位置図でございます。 

図面中央縦方向にありますのはＪＲ水郡線でございます。また、図面中央よりやや下

側、横方向にありますのが、県道菅谷小原内水戸線となっております。場所につきまし

ては、下菅谷駅の南側に位置しております。 

次のページをお願いいたします。 

同じく地番図となっております。 

次のページをお願いいたします。 

整理番号６の位置図となっております。 

場所につきましては、図面の右側、縦方向にございますのは、ＪＲ水郡線、図面中央

の横方向にありますのが上菅谷駅の南側の道路となっております。入り口に三六庵とい

うそば屋がございます。そこの奥に入った場所となっております。 

次のページをお願いいたします。 

同じく、整理番号６の地番図となっております。 

次のページをお願いいたします。 

整理番号７の位置図でございます。 

場所につきましては、図面の右側、縦にありますのが、国道349号、図面の中央の横に

ありますのが、県道瓜連馬渡線でございます。那珂警察署の付近で、パチンコ店の裏側

に位置しております。 

次のページをお願いいたします。 

認定７番の地番図となっております。 

次のページをお願いいたします。 

整理番号８の認定路線位置図でございます。 

場所につきましては、図面の左側に縦にありますが、旧国道349号でございます。かわ

ねやと下宿下公民館のほぼ中間に位置しております。長い路線が整理番号８、短い路線

が整理番号９となっております。 

次のページをお願いいたします。 

同じく整理番号８、９の認定路線地番図となっております。 

説明は以上でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 
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委員長 これより質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

笹島委員 これ下菅谷の区画整理もそうですけど、ほかの特に菅谷なんですけどこれは宅地開

発業者がそこを整備して市道に認定してるっていう、そういうことでいいんですか。 

土木課長 そのとおりでございまして、業者が開発行為をやって、その結果、新しくできた道

路を那珂市もらうというような形もございます。 

笹島委員 あとは、私道を市に寄附するから、それを管理してくれっていうとこはないですよ

ね。今言った、宅地業者が道路整備して、市のほうに管理してもらうっていうのとあと、

ほかの部分はどういうものなんですか。 

土木課長 土木課で狭隘道路ということで、道路整備に当たって道路を認定しております。 

以上です。 

笹島委員 はい、分かりました。 

委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ほかになければ、質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 討論を終結いたします。 

これより議案第22号を採決いたします。 

本案は原案のとおり決することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第22号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

暫時休憩いたします。 

執行部は入替えをお願いします。 

休憩（午前11時23分） 

     再開（午前11時24分） 

委員長 再開いたします。 

農業委員会事務局が出席しております。 

議案第14号 令和５年度那珂市一般会計予算（農業委員会事務局所管部分）を議題と

いたします。 

所管部分について執行部より説明願います。 

農業委員会事務局長 農業委員会事務局長の海老澤です。ほか１名の職員が出席しております。

着席にてご説明いたします。よろしくお願いします。 

予算書101ページをお願いします。 
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主要事業説明書につきましては108ページと109ページになります。 

予算書中段になります。 

５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費1,935万4,000円でございます。 

以上になります。 

よろしくお願いします。 

委員長 これより質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 なければ質疑を終結いたします。 

暫時休憩いたします。 

執行部は入替えをお願いいたします。 

休憩（午前11時26分） 

     再開（午前11時26分） 

委員長 再開いたします。 

農政課が出席しております。 

議案第14号 令和５年度那珂市一般会計予算（農政課所管部分）を議題といたします。 

所管部分について執行部より説明願います。 

農政課長 農政課長の会沢です。ほか３名が出席しております。よろしくお願いいたします。 

予算書102ページをお願いいたします。 

主要事業説明書につきましては、72ページから78ページまでの７事業となっておりま

す。 

予算書を款、項、目、本年度予算額の順にご説明いたします。 

５款農林水産業費、１項農業費、２目農業総務費１億5,653万3,000円。こちらは農業

委員会と農政課職員の人件費や事務費でございます。 

103ページをお願いします。 

中段になります。 

３目農業振興費6,082万5,000円。主な事業でございますが、104ページ上段に記載の担

い手育成支援事業、これは中心的な担い手農家や新規就農者への支援などを行うもので

ございます。 

続いて106ページ中段に記載してございますアグリビジネス戦略推進事業、これは本市

の農業推進の戦略として策定した計画を進めるものでございます。 

続いて107ページ上段に記載してございます新規就農協力隊推進事業、これは地域おこ

し協力隊が農業の技術を学び、将来の独立した就農を目指すものでございます。アグリ

ビジネス戦略推進事業につきましては、これまでの園芸振興支援事業の主要な部分と６

次産業化推進事業を統合いたしまして、一体的にアグリビジネス戦略を推進してまいり
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ます。また、新規就農協力隊推進事業では、新年度に新たに１名の地域おこし協力隊員

が着任する予定となっておりまして、サツマイモ栽培や干し芋製造を中心に研修をして

いく予定となってございます。 

107ページをお願いいたします。 

４目畜産業費46万9,000円。こちらは家畜伝染病の検査や予防注射等を実施する畜産振

興事業となってございます。５目農地費１億7,373万4,000円。こちらは108ページ中段の

土木課所管となっております湛水防除施設維持管理事業を除きます５事業が農政課の所

管となっております。 

主な事業でございますが、107ページに記載してございます土地改良推進事業、これは

農村の地域資源の保全活動を支援する多面的機能支払い制度などを行うものでございま

す。 

続いて109ページの土地改良基盤整備事業、これは、農道や排水路など農業用施設の整

備や県事業の土地改良事業の一部負担などを行うものでございます。 

109ページ下段になります。 

６目地籍調査費3,246万7,000円。こちらは、木崎地区の地籍調査と、それに伴う地籍

調査の事務費でございます。木崎地区地籍調査事業につきましては、令和４年度に現地

調査を行った南酒出４地区の登記に向けた地籍簿の作成や次の南酒出５地区の現地測量

に入る予定となってございます。４地区と５地区の二つの地区の業務を進める必要があ

ることから、一連の工程が単年度では完了が困難なため、令和５年度と令和６年度、２

年にまたがる継続費を設定して進めてまいります。 

110ページをお願いいたします。 

下段になります。 

８目経営所得安定対策費6,580万5,000円。こちらは、米の生産調整実施者に対しまし

て補助を行う経営所得安定対策奨励補助事業、それに伴う事務費でございます。 

111ページをお願いいたします。 

中段になります。 

２項林業費、１目林業費119万4,000円。こちらは林業種苗生産事業者への補助や民有

林の造成や下刈りなどの補助を行う林業振興事業や事務費でございます。種苗生産事業

者への補助につきましては森林環境譲与税の活用の事業といたしまして、令和５年度新

たに計上しております。 

説明は以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 これより質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 
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委員長 なければ質疑を終結いたします。 

暫時休憩いたします。 

執行部は入替えをお願いいたします。 

休憩（午前11時33分） 

     再開（午前11時34分） 

委員長 再開いたします。 

商工観光課が出席しております。 

議案第14号 令和５年度那珂市一般会計予算（商工観光課所管部分）を議題といたし

ます。 

所管部分について執行部より説明願います。 

商工観光課長 商工観光課長の岡本でございます。ほか３名が出席しております。よろしくお

願いします。 

それでは、予算書の111ページをお開きください。 

なお、主要事業説明書につきましては、80ページから82ページまでが商工観光課所管

事業となっております。 

改めて、予算書をご覧ください。 

款、項、目、本年度予算額の順にてご説明いたします。 

ページ下段になります。 

６款商工費、１項商工費、１目商工総務費、予算額9,247万4,000円。 

次のページ、112ページをお開きください。 

２目商工振興費予算額9,009万3,000円。10事業のうち、企業立地促進事業を除く９事

業が商工観光課の所管となっております。前年度比2,180万4,000円の減となっておりま

すが、主に昨年度実施しておりました新型コロナウイルス感染症対策に係る商工業者緊

急応援事業を令和５年度は実施しないこと及び複合型交流拠点施設「道の駅」推進事業

の委託料の減によるものとなります。 

続きまして、114ページをお開きください。 

３目観光費予算額１億658万8,000円。前年度比1,786万2,000円の減となっております

が、主に静峰ふるさと公園魅力向上事業で実施しました桜の樹木更新工事が完了したた

めの予算減となっております。また、新規事業といたしまして、那珂産品開発事業とし

て100万円を計上しております。こちらの事業内容といたしましては、市のイメージ向上

やＰＲに寄与する新たな産品開発を行う事業者等に補助率２分の１、補助上限補助上限

額100万円で補助するものです。 

説明は以上となります。 

よろしくお願いします。 

委員長 これより質疑に入ります。 
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質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 なければ質疑を終結いたします。 

暫時休憩いたします。 

執行部は入替えをお願いいたします。 

休憩（午前11時37分） 

     再開（午前11時39分） 

委員長 再開いたします。 

これより、議案第14号 令和５年度那珂市一般会計予算の討論及び採決を行います。 

まず、討論に入ります。討論ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 討論を終結いたします。 

これより議案第14号を採決いたします。 

本案は原案のとおり決することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第14号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

暫時休憩いたします。 

執行部は退出をお願いいたします。 

休憩（午前11時40分） 

     再開（午前11時41分） 

委員長 再開いたします。 

続きまして調査事項の道の駅整備についてを議題といたします。 

現在全員協議会において、複合型拠点施設「道の駅」の整備検討調査業務の進捗状況

について説明を受けております。また、昨年10月に群馬県川場村、栃木県下野市、五霞

町の道の駅の視察研修を行い、委員会で内容をまとめたものを報告書として執行部に提

出いたしました。 

今後の委員会の進め方について皆様からご意見を頂戴したいと思います。 

大和田委員 調査事項としては継続という形でしていただいて、ラインワークスに回ったと

おり３月15日に全員協議会でいろいろ道の駅のお話が出てくると思うので、やはり市民

としても１番関心が高いというとこで継続をしていただいて、我々も、しっかりとした

形で提言をまたまとめていく作業に入っていかなきゃならないのかなと思います。 

スケジュールとしては、５月に視察に行くのも結構ですし、調査研究を進めて、あま

り遅くてもあれなんで６月あたりにまとめたり、９月に提出したりという形で、そうい

ったスケジュールで進めていけたらいいのではないかと思うんですけど。 

委員長 ありがとうございます。 
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今、大和田委員がおっしゃったように３月15日に全員協議会のほうで説明というのが

ございますので、それを聞いてからでもいいのかなとも私も思っておるんですけれど、

どのようなことを打ち出してくるのかということを聞いた上で、これから我々の調査事

項のほうもまとめていきたいと思っております。 

それでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 分かりました。 

ありがとうございます。 

ある程度意見がまとまりましたら、この後皆様から意見を取りまとめて執行部のほう

にぶつけていきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

本日の議題は全て終了いたしました。 

長時間にわたり大変お疲れさまです。 

以上で産業建設常任委員会を閉会いたします。 

本日はどうもご苦労さまでした。 

閉会（午前11時44分） 

 

令和５年５月23日 

    那珂市議会 産業建設常任委員会委員長 小池 正夫 


